
 

地域公共交通燃料高騰緊急支援事業費補助金交付要綱 

 

令和４年６月２９日 交政第１６８号 

 

（目的） 

第１条 知事は、本県の社会経済活動における地域公共交通の必要性に鑑み、新型コロナウイルス感染 

症及び燃料高騰の影響を受ける公共交通機関の事業者（以下「事業者」という。）に対して、地域公共

交通の安定的な運行を確保することを目的として、地域公共交通燃料高騰緊急支援事業実施要領（令和

４年６月２９日交政第１６９号。以下「実施要領」という。）に基づき、事業者の燃料購入に要した経

費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、大分県補助金

等交付規則（昭和４３年大分県規則第２７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱

の定めるものとする。 

 

（対象事業者） 

第２条 この補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号に定める 

者とする。 

（１）乗合バス事業者（以下の要件を全て満たす者に限る。） 

  （ア）道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第３条第１号イに規定する 

一般乗合旅客自動車運送事業を営む者（路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業で許可 

基準を充足しているものに限る。）。 

  （イ）大分県内に主たる事務所を有する者。 

（２）タクシー事業者（以下の要件を全て満たす者に限る。） 

  （ア）法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定を除く。）を 

営む者。 

  （イ）大分県内に主たる事務所を有する者。 

 

（補助金の額） 

第３条 この補助金の交付の対象となる経費、補助率等は別表１及び別表２に定めるものとする。 

 

（交付申請、実績報告及び請求） 

第４条 規則第３条第１項の規定による申請及び規則第１２条の規定による実績報告は、地域公共交通

燃料高騰緊急支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書（第１号様式）によるものとし、次

に掲げる書類を添付し、知事に提出しなければならない。 

（１）事業計画書兼収支予算書兼精算書兼事業実績書（第２号様式） 

（２）燃料の購入量等が確認できる書類 

（３）その他知事が必要と認める書類 

２ 規則第３条第３項の規定により、申請書若しくは添付書類に記載すべき事項又は添付すべき書類の

うち省略することのできるものは、同条第２項第１号、第２号、第４号、第５号及び第６号に掲げる事

項とする。 

３ 第１項の規定による申請書を提出するにあたって、補助事業者について、当該補助金に係る消費税及

び地方消費税（以下「消費税等」という。）仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税等相当額の



 

うち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分

の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額

との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して申請しなけ

ればならない。 

ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りで

ない。 

 

（補助条件） 

第５条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業の内容又は経費の配分の変更（知事の定める軽微な変更を除く。）を行う場合は、補助 

事業変更承認申請書（第３号様式）を知事に提出し、その承認を受けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、知事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やか 

に補助事業事故報告書（第４号様式）を知事に報告し、その指示を受けること。 

（４）この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭（預金）出納簿等の帳簿及び契約 

書、領収書等の証拠書類は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間整備 

保管すること。 

（５）この補助事業により取得し、又は効用の増加した施設、機械、器具、備品等（以下「財産」とい

う。）は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図る

こと。 

（６）財産は、知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付

け又は担保の用に供してはならないこと。ただし、補助金の交付目的及び耐用年数を勘案し、当該

財産の耐用年数が減価償却の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「大蔵

省令」という。）で定める耐用年数を経過した場合はこの限りでないこと。 

（７）財産のうち、一件当たりの取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上のものを処分しようと

するとき（大蔵省令に規定する耐用年数を経過している場合を除く。）は、あらかじめ知事の承認

を受けなければならないこと。 

（８）知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部

を県に納付させることができるものとする。 

（９）前条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第４条第１項の規定によ

る実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これ

を補助金額から減額して報告すること。 

（10）前条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第１０条の規定による補 

助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入 

控除税額が確定したときは、補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書（第５号様式）により 

その金額（前号の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やか 

に知事に報告するとともに、当該金額を返還すること。 

（11）補助事業者は、暴力団員（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同法第２条第２号に規定 

する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者であってはならない。 



 

 （12）その他、規則及びこの要領の定めに従うこと。 

２ 規則第５条第１項第１号の規則による知事の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼ

さない変更で、次のとおりとする。 

（１）事業量の２０パーセント以内の減少 

（２）補助対象経費の２０パーセント以内の増減 

（３）その他補助金の交付目的に反しない事業内容の変更（場所、構造、規模及び実施手法を変更する

場合を除く。） 

 

（補助金の交付決定の通知） 

第６条 知事は、第４条による申請書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたとき 

は、補助金の交付を決定し、補助金を交付するものとする。 

２ 前項の規定による補助金の交付決定の通知は、補助事業者が指定した口座への入金をもって行った 

ものとする。 

 

（申請の取り下げ） 

第７条 規則第７条第１項の規定により申請の取り下げのできる期間は、交付決定を受けるまでとす 

る。 

 

（状況報告） 

第８条 知事は、必要に応じ、補助事業者に対し、事業の遂行状況に関する報告を求めることができる。 

 

（補助金の交付方法） 

第９条 この補助金は、精算払の方法により交付するものとする。 

 

（補助金の額の確定通知） 

第１０条 規則第１３条の規定による通知は、補助事業者が指定した口座への入金をもって行ったもの

とする。 

 

（書類の提出部数） 

第１１条 規則及びこの要領の規定により補助事業者が知事に提出する書類の部数は１部とし、その様

式は、この要領の本則に定めのあるもののほか、別に知事が定めるものとする。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 この要綱は、令和４年６月２９日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 改正後の要綱は、令和４年９月２１日から施行する。 

附 則 改正後の要綱は、令和４年１２月９日から施行する。 

附 則 改正後の要綱は、令和５年３月７日から施行する。 

附 則 改正後の要綱は、令和５年１２月１３日から施行する。 

附 則 改正後の要綱は、令和６年１２月１３日から施行する。 



 

別表１（第３条関係） 

 

燃料の種別 補助対象期間 補助対象経費 補助対象の基準 補助率 

ガソリン 令和４年４月１日 

～令和５年３月３１日 

県内月平均ガ

ソリン価格と

県内平均ガソ

リン価格との

差額 

第２条に規定する

事業者が使用する

燃料のうち、次の

イ、ロのいずれか

に適合するもの。 

 

イ 一般乗合旅客

自動車運送事業の

用に供した燃料で

あり、かつ市町村

等からの委託によ

る運行の用に供し

ていない燃料。 

 

ロ 一般乗用旅客

自動車運送事業の

用に供した燃料で

あり、かつ市町村

等からの委託によ

る運行の用に供し

ていない燃料。 

４分の３以内 

（上限：２０円／Ｌ） 

軽油 県内月平均軽

油価格と県内

平均軽油価格

との差額 

ＬＰガス ＬＰガス基準

価格と県内平

均ＬＰガス価

格との差額 

４分の３以内 

（上限：１０円／Ｌ） 

（注） 

１．県内平均ガソリン価格は、石油製品価格調査（資源エネルギー庁）による、 

平成３０年１２月～令和３年１１月までの平均価格（１５２．７円／Ｌ）とする。 

２．県内平均軽油価格は、石油製品価格調査（資源エネルギー庁）による、 

平成３０年１２月～令和３年１１月までの平均価格（１３０．２円／Ｌ）とする。 

３．県内平均ＬＰガス価格は、オートガス市況調査（石油情報センター）による、 

平成３１年１月～令和３年１１月までの平均価格（８２．２円／Ｌ）とする。 

  



 

別表２（第３条関係） 

 

燃料の種別 補助対象期間 補助対象経費 補助対象の基準 補助率 

ガソリン 令和５年４月１日 

～令和６年１１月３０日 

県内月平均ガ

ソリン価格と

県内平均ガソ

リン価格との

差額 

第２条に規定する

事業者が使用する

燃料のうち、次の

イ、ロのいずれか

に適合するもの。 

 

イ 一般乗合旅客

自動車運送事業の

用に供した燃料で

あり、かつ市町村

等からの委託によ

る運行の用に供し

ていない燃料。 

 

ロ 一般乗用旅客

自動車運送事業の

用に供した燃料で

あり、かつ市町村

等からの委託によ

る運行の用に供し

ていない燃料。 

４分の３以内 

（上限：２０円／Ｌ） 

軽油 県内月平均軽

油価格と県内

平均軽油価格

との差額 

ＬＰガス ＬＰガス基準

価格と県内平

均ＬＰガス価

格との差額 

４分の３以内 

（上限：５円／Ｌ） 

（注） 

１．県内平均ガソリン価格は、石油製品価格調査（資源エネルギー庁）による、 

平成３０年１２月～令和３年１１月までの平均価格（１５２．７円／Ｌ）とする。 

２．県内平均軽油価格は、石油製品価格調査（資源エネルギー庁）による、 

平成３０年１２月～令和３年１１月までの平均価格（１３０．２円／Ｌ）とする。 

３．県内平均ＬＰガス価格は、オートガス市況調査（石油情報センター）による、 

平成３１年１月～令和３年１１月までの平均価格（８２．２円／Ｌ）とする。 

 


